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備
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行
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二

〇
東
日
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大
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開
発
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選
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東
日
本
大
震
災
に
伴
う
農
業
大
学
校
の
寄
宿
舎
料
等
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部

　

を
改
正
す
る
規
則 
（
農
業
振
興
課
）　
　

二

規　
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行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
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平
成
二
十
六
年
七
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
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嘉　
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〇
宮
城
県
規
則
第
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十
五
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行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
四
条
子
育
て
支
援
課
の
分
掌
事
務
の
項
第
十
二
号
中
「
母
子
自
立
支
援
員
」
を
「
母
子
・
父
子
自
立
支
援
員
」

に
改
め
、
同
項
第
十
三
号
中
「
母
子
福
祉
セ
ン
タ
ー
」
を
「
母
子
・
父
子
福
祉
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
条
第
七
項
第
二
十
三
号
及
び
同
条
第
九
項
第
十
号
中
「
母
子
福
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」
の
下
に
「
及
び
父
子
福
祉
」
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え
る
。
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表
第
三
母
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福
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タ
ー
の
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こ
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細
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一
部
を
改
正
す
る
規
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住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
（
平
成
十
四
年
宮
城
県
規
則
第
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
一
条
第
十
項
中
「
母
子
福
祉
資
金
貸
付
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」
の
下
に
「
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父
子
福
祉
資
金
貸
付
金
」
を
加
え
る
。
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こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
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セ
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タ
ー
条
例
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行
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則
の
一
部
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改
正
す
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規
則
を
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こ
に
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布
す
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母
子
福
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セ
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タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

母
子
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
規
則
第
百
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

母
子
・
父
子
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則

　

第
一
条
中
「
母
子
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
」
を
「
母
子
・
父
子
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
」
に
改
め
る
。
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第
三
条
中
「
母
子
福
祉
セ
ン
タ
ー
」
を
「
母
子
・
父
子
福
祉
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。
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則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
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行
す
る
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行
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則
の
一
部
を
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正
す
る
規
則

　

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
三
十

七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
十
条
中
「
母
子
自
立
支
援
員
」
を
「
母
子
・
父
子
自
立
支
援
員
」
に
、「
母
子
福
祉
団
体
」
を
「
母
子
・
父
子

福
祉
団
体
」
に
改
め
る
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附　
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こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

東
日
本
大
震
災
に
伴
う
職
業
能
力
開
発
校
の
入
学
者
選
抜
手
数
料
等
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
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東
日
本
大
震
災
に
伴
う
職
業
能
力
開
発
校
の
入
学
者
選
抜
手
数
料
等
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

　

東
日
本
大
震
災
に
伴
う
職
業
能
力
開
発
校
の
入
学
者
選
抜
手
数
料
等
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
三
年
宮
城

県
規
則
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
二
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

東
日
本
大
震
災
に
伴
う
農
業
大
学
校
の
寄
宿
舎
料
等
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
七
月
十
日

 

宮
城
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知
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嘉　
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〇
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城
県
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東
日
本
大
震
災
に
伴
う
農
業
大
学
校
の
寄
宿
舎
料
等
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

東
日
本
大
震
災
に
伴
う
農
業
大
学
校
の
寄
宿
舎
料
等
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
三
年
宮
城
県
規
則
第
五
十

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
二
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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